
職場内で回覧してください
2019年

3月号
組合等にご加入の事業所様は各健康保険組合にお問い合わせください。

協会けんぽとやま協会けんぽとやま
※ 健康保険

加入条件

被保険者期間

保険料

会社を退職すると、健康保険の切り替えが必要です。退職後の健康保険には「協会けんぽの任意継続」「国民
健康保険」「ご家族の健康保険（被扶養者）」の3つの方法があります。加入条件や毎月納める保険料等を比
較の上、いずれかの健康保険にご加入の手続きをしてください。

退職日までに被保険者期間が継続して２ヵ月以上あること。
退職日の翌日から20日以内に手続きすること。

最長で２年間です。ただし、被保険者が就職して他の健康保険の被保険
者資格を取得したときや保険料を納付期限までに納付しなかったときは
資格を喪失します。
※「国民健康保険」または「ご家族の健康保険（被扶養者）」に
    加入する等の理由で任意継続保険をやめることはできません。

保険料は、退職前に控除されていた保険料の約２倍になります。
ただし、保険料率は支部ごとで異なり、保険料には上限があります。
（平成31年度より標準報酬月額の上限は30万に変更となります）

任意継続を選択された場合

従業員が退職　健康保険はどうなる？

お問い合わせは 業務グループ まで TEL:076-431-6155

任意継続の申請から保険証発行までの流れ

①資格取得申出書を退職日の翌日から 20 日以内に提出

⑥任意継続の保険証・納付書等をご自宅へ郵送

②申出書を受付

⑤保険証と納付書を
　作成

（※1）事業所からの③の手続きが遅れると、任意継続の保険証の発行も遅れます。

ご本人様 協会けんぽ

③事業所は資格
喪失届を日本
年金機構に提
出（※1）

在職中の保険証
を事業所に返却

④日本年金機構
が資格喪失届
の入力処理を
行う



メールマガジン会員募集しています
右の二次元コードから簡単に登録ページにアクセス
できます！

〒930-8561
富山市奥田新町8-1ボルファートとやま6階
TEL：076-431-6155（代表）

協会けんぽ 富山 検索
※通信料はお客様のご負担となります。

退職もしくは扶養から外れたら保険証の
早期回収にご協力お願いします。

お問い合わせは レセプトグループ まで TEL:076-431-5272

お問い合わせ 保健グループ まで TEL:076-431-5273

これは何の数字？
約 2,500 万円

Ａ

Ｑ Ｑ　保険証が使用できるのはいつまで？

Ａ
平成 29 年度の富山支部で無
資格受診による医療費の返還
請求をした金額です。
 　　
件数にすると年間　　
約 1,000 件以上になります。

×

退職日まで使用できます。
医療機関等を利用する可能
性がある場合は、退職日の
翌日にならないように注意
してください。
扶養から外れた日の前日ま
で使用できます。

扶養から外れる例
・被保険者が資格を喪失したとき
・被扶養者が就職したとき
・収入が増え、扶養の範囲ではな

くなったとき等

退職した方や扶養から外れた方が手元にある資格が切れた保険証を「つい」使用
してしまった場合、医療費を返還していただく手続きが発生します。保険証が手
元になければ使用することもありませんので確実な保険証の回収と返却にご協力
ください。

協会けんぽでは、加入者の皆様の健康保持増進のため、次の健診をご用意しています。
それぞれ年度内（4 月～翌年 3 月）1 回に限り、費用補助があります。

生活習慣病
予防健診

特定
健康診査

35 歳から 74
歳の加入者ご
本人（被保険
者）

40 歳から 74
歳の加入者ご
家族（被扶養
者）

■申込書による申込　平成31年3月1日（金）から
・3月末まで予約受付ができない健診機関もあります。お申込みの際、健

診機関にご確認ください。
・対象者様を印字した申込書は、3月下旬に事業主様へお送りします。
■情報提供サービス（インターネット）による申込　平成 31 年 2 月 18 日（月）から
・平成31年度の生活習慣病予防健診対象者データのダウンロード及びアッ

プロードは2月18日から可能となっています。

■「受診券」を平成31年4月下旬から順次ご自宅宛にお送りします
・ご家族（被扶養者）が特定健康診査をお受けになる際に必要な「受診

券」は、4月下旬に、ご本人（被保険者）のご自宅宛にお送りします。
・宛先不明などにより、ご本人（被保険者）のご自宅にお送りできなかっ

た受診券は、事業主様宛にお送りします。ご本人（被保険者）を通じ
て、ご家族（被扶養者）のお手元に届くよう、ご協力をお願いします。

事業主様・ご担当者様へお願い

平成 31 年度　生活習慣病予防健診＆特定健康診査　申込受付のご案内

健診の種類 対象者 平成 31 年度分の申込受付について

従業員、
社員様

（被保険者）

扶養の
ご家族様

（被扶養者）

従業員、
社員様

（被保険者）

扶養の
ご家族様

（被扶養者）


